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　本件は、原告（元税理士）が法人税法違反
の罪により、懲役 1 年 6 月、罰金 1,200 万
円、懲役刑につき3年間執行猶予の判決を受
けたが、執行猶予期間等が満了したため、日
本税理士会連合会（被告）に対し税理士登録
の申請をしたところ、税理士法24条6号ロ
及び同条7号に該当するとして、登録拒否決
定を受けたことから本件決定の取消し及び税
理士登録の義務付けを求めた裁判である。
　税理士法では、税理士の資質を担保するた
め欠格事由を定める（税理士法4条）ととも
に、有罪判決を受けその執行を終えてから欠
格事由に該当する年数を経過した後であって

も、税理士業務を行わせることがその適正を
欠くおそれがある者（同法24条6号ロ）、税
理士の信用又は品位を害するおそれがある者
その他税理士の職責に照らし税理士としての
適格性を欠く者（同法24条7号）を登録拒
否事由として定めている。
新聞報道もあり社会的な影響は大きい
　日本税理士会連合会は、原告が税務の専門
家として有する知識経験を悪用し私欲のため
に1億円超の法人税を免れるという非常に悪
質かつ重大な犯罪であるから、税理士に対す
る社会一般の信頼を著しく毀損したものであ
り、その社会的影響は大きかったと主張した。

　裁判所は、日本税理士会連合会が行う登録
拒否処分における税理士法24条6号柱書き
の「税理士業務を行わせることがその適正を
欠くおそれがある者」及び同条7号の「税理
士の信用又は品位を害するおそれがある者」
の各登録拒否事由該当性の判断には一定の裁
量が認められていると指摘。日本税理士会連

合会による登録拒否処分が違法なものとして
取り消されるのは、その判断が事実の基礎を
欠き又は事実に対する評価が合理性を欠くこ
と等によりその判断が社会通念に照らし著し
く妥当性を欠くことが明らかであって、裁量
権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したと認め
られる場合に限られるとした。

　元税理士（原告）が日本税理士会連合会（被告）に対して税理士登録拒否決定の取消しな
どを求めた裁判で、東京地方裁判所（市原義孝裁判長）は令和3年1月15日、同連合会の決
定は適法であるとし、原告の税理士登録の義務付けを求める部分を却下するとともに、その
他の請求を棄却した。市原裁判長は、1億円超の法人税を脱税させた原告の行為は非常に重
大であるとした同連合会の決定処分の評価が合理性を欠くとはいえないとの判断を示した。

欠格事由に該当しなくても税理士の適正を欠けば登録拒否事由に

処分の取消しは社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかな場合

執行猶予期間満了後も適正を欠くと判断

税理士の脱税は信頼を毀損、
日税連の税理士登録拒否は適法
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